
令和元年度第２回甲賀市下水道審議会次第 

 

 

                             日 時：令和元年１０月３１日（木） 

                                 午後２時から 

  場 所：甲賀市役所  

別館１階 会議室１０１ 

       

 

１．開  会 

 

２．市民憲章唱和 

 

３．あいさつ 

 

４．協議事項 

   （１）貴生川地区農業集落排水処理施設の公共下水道への接続について 

 

      説明 資料１  下水道課 施設担当 

        

         資料２  上下水道総務課 料金担当 

 

 

   （２）会議内容の公開、非公開について 

   

 

５．そ の 他 

 

 

 

６．閉  会 

 

 

※現場視察 

 １．貴生川地区農業集落排水処理施設 

 

 ２．甲賀市信楽水再生センター 



貴生川地区農業集落排水処理施設概要 

 

採 択 年 度 ： 平成２年度    

実 施 年 度 ： 平成２～７年度    

事 業 費 ： １，１３９，０４６ 千円    

事業計画区域面積 ： ３６ ha    

供 用 開 始 日 ： 平成６年９月１日    

対 象 集 落 ： 牛飼、杣中、山上    

所 在 地 ： 水口町牛飼２２９８番地    

計 画 人 口 ： １，４２０人    

計 画 戸 数 ： ３１８戸    

管 路 延 長 ： １１，２９９ ｍ    

供 用 人 口 ： ８５７人（平成３１年３月末現在）  

水 洗 化 率 ： ９８．８ %（平成３１年３月末現在）  

供 用 戸 数 ： ３３１戸（平成３１年３月末現在）    

 

接続工事概要 

 

工 事 費 ： ５８，７９８，４４０円 

工 期 ： 令和元年９月１３日から令和２年２月１２日まで 

工 事 内 容 ： ・管渠工（開削） 

ＰＲＰφ２００ｍｍ Ｌ＝３９７．２ｍ 

           ・管渠工（小口径推進） 

            ＶＰφ２５０ｍｍ Ｌ＝２３．０ｍ 

            ＶＵφ２００ｍｍ（鋼製さや管５００Ａ）Ｌ＝７．４ｍ 

            ＨＰφ２５０ｍｍ Ｌ＝２４．０ｍ 

            

資 料 １ 
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農業集落排水統合事業位置図

・

凡　　　　例

処理区域界

流域幹線及び接続点番号

飯道寺地区

公共下水道接続に係る
新設管路

貴生川地区



 

農業集落排水の公共下水道への接続に伴う 

公共下水道受益者分担金の取扱いについて 

 

○背景 

・貴生川地区農業集落排水施設を公共下水道へ接続する工事を行い、令和２年４

月１日から公共下水道の供用区域となります。 

・新たに公共下水道の区域となった土地については、公共下水道受益者分担金が

賦課されます。 

 

○方針 

  農業集落排水事業では、地元で組織した組合が工事分担金として応分の負担

をしており、公共下水道受益者分担金を徴収したものとみなすため、「公共下水

道事業受益者負担金徴収条例」の一部を改正します。 

 

○県内の状況 

公共下水道への接続実績のある自治体は、全て新たな分担金を徴収していな

い。 

大津市、草津市、守山市、野洲市、長浜市、高島市、東近江市 

 

○スケジュール 

 下水道審議会             １０月３１日（木） 

 条例一部改正案市議会上程       １１月２８日（木）予定 

 公共下水道供用開始          令和２年４月１日 

 条例施行                  同 日 

 

○その他 

  公共下水道に接続となる対象区域において、現在徴収している使用料の名称

を「農業集落排水使用料」から「公共下水道使用料」に変更します。 

なお、料金金額に変更はありません。 

資 料 ２ 



○甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例 

平成１６年１０月１日 

条例第１３９号 

改正 平成１９年９月２８日条例第４６号 

平成２５年９月１７日条例第３１号 

平成２７年１２月２５日条例第３４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、甲賀市公共下水道事業（以下「事業」という。）に要する費

用の一部に充てるため、受益者負担金（以下「負担金」という。）及び受益者分

担金（以下「分担金」という。）を徴収するものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 受益者負担金 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１５

項に規定する都市計画事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるた

め、同法第７５条の規定に基づき徴収するものをいう。 

（２） 受益者分担金 前号を除く事業に要する費用の一部に充てるため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条に基づき徴収するものをいう。 

（受益者） 

第３条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排

水区域（以下「排水区域」という。）内に存する土地の所有者をいう。ただし、

地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利（一時使用のために設定さ

れた地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」と

いう。）の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使

用借主又は賃借人をいう。 

２ 下水道事業管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）は、排水区域

内における土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事

業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると

認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めること

ができる。 



（負担区の決定等） 

第４条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて、２以上の負担区に区分するも

のとする。 

２ 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域

及び面積を公告しなければならない。 

（負担金の額） 

第５条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める１平方メートル当たりの負

担金額（以下「単位負担金額」という。）に、当該受益者が次条の公告の日現在

において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区

域内のものの面積を乗じて得た金額とする。 

（賦課対象区域の決定等） 

第６条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内負担金を賦課しようとする区域（以

下「賦課対象区域」という。）を定め、これを公告しなければならない。 

２ 賦課対象区域は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第８号に規定す

る処理区域（以下「処理区域」という。）又は当該年度内に確実に処理区域とな

ることが見込まれる区域でなければならない。 

（負担金の賦課及び徴収） 

第７条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内

の土地に係る受益者ごとに、第５条の規定により算定した負担金を賦課するもの

とする。 

２ 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して３年を経過した日

以後においては、することができない。 

３ 管理者は、第５条の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担

金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。 

４ 負担金は、３年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の

申出をしたときは、この限りでない。 

（負担金の徴収猶予） 

第８条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予す

ることができる。 

（１） 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有



し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有

利であると認められるとき。 

（２） 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者

が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを

得ないと認められるとき。 

（３） 前２号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。 

（負担金の減免） 

第９条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴

収しないものとする。 

２ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を減額し、又は免除

することができる。 

（１） 国又は地方公共団体が公用に供しているもの又は供することを予定して

いる土地に係る受益者 

（２） 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 

（３） 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る

受益者 

（４） 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情がある

と認められる受益者 

（５） 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又

は免除する必要があると認められる土地に係る受益者 

（受益者に変更があった場合の取扱い） 

第１０条 第６条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に

係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者と

なった者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第５条の規定に

より定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているもの

は、従前の受益者が納付するものとする。 

（督促等） 

第１１条 管理者は、受益者が第７条第３項の納期限までに負担金を納付しない場

合においては、納期限後２０日以内に督促状により納付すべき期限を指定して督

促しなければならない。 



２ 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状１通について１００円の督促

手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、

これを徴収しないことができる。 

（延滞金） 

第１２条 管理者は、第７条第３項の納期限までに負担金を納付しない者があると

きは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年１４．

５０パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間に納付した

ときは、年７．２５パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納期限までに、負担金を納付

しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、

延滞金を減額し、又は免除することができる。 

（準用） 

第１３条 第３条から前条までの規定は、分担金について準用する。この場合にお

いて、「負担区」とあるのは「分担区」と、「負担金」とあるのは「分担金」と、

「負担金額」とあるのは「分担金額」と、「単位負担金額」とあるのは「単位分

担金額」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町公共下水道事業受益者負担

に関する条例（平成４年水口町条例第１８号）、土山町公共下水道事業受益者分

担に関する条例（平成８年土山町条例第１７号）、甲賀町公共下水道事業受益者

負担に関する条例（平成１０年甲賀町条例第３０号）又は甲南町公共下水道事業

受益者負担に関する条例（平成７年甲南町条例第２３号）の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものと

みなす。 

３ 当分の間、第１２条に規定する延滞金の年１４．５０パーセントの割合及び７．



２５パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該

年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項

において同じ。）が年７．２５パーセントの割合に満たない場合には、その年（以

下この項において「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．５

０パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に

年７．２５パーセントの割合を加算した割合とし、年７．２５パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算

した割合が年７．２５パーセントの割合を超える場合には、年７．２５パーセン

トの割合）とする。 

付 則（平成１９年条例第４６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２５年条例第３１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

（延滞金に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例、

第２条の規定による改正後の甲賀市介護保険条例、第３条の規定による改正後の

甲賀市後期高齢者医療に関する条例、第４条の規定による改正後の甲賀市公共下

水道事業受益者負担金徴収条例及び第５条の規定による改正後の甲賀市営住宅条

例の規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものについ

て適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

付 則（平成２７年条例第３４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

区分 １平方メートル当たりの負担金額 

水口負担区 ２５０円

水口分担区 



甲南負担区 ４００円

甲南分担区 

甲賀負担区 ４２０円

甲賀分担区 

土山負担区 ６００円

土山分担区 

信楽負担区 ６００円

信楽分担区 

 



○甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例 

平成１６年１０月１日 

条例第１４２号 

改正 平成２７年１２月２５日条例第３４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の規定に

基づき、甲賀市が行う農業集落排水事業（以下「事業」という。）により利益を

受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住し、又は居住

しようとする土地又は家屋の所有者及び事業所業を営む者の土地又は家屋の所有

者で当該事業により利益を受ける者をいう。 

（分担金の徴収） 

第３条 分担金は、事業に要する費用に充てるため、受益者から徴収する。 

（分担金の額） 

第４条 分担金の額は、毎年度事業に要する経費の額に１００分の５を乗じて得た

額を当該事業の受益者の総数で除した額とする。 

２ 事業の終了後、新たに受益者となるものに係る分担金の額は、下水道事業管理

者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）が別に定める。 

（分担金の確定） 

第５条 管理者は、事業年度毎に事業に要する経費の額及び分担金の額を確定し、

受益者に通知しなければならない。 

２ 管理者は、納入通知書により、前項の分担金の額及び納付期日を受益者に通知

し、徴収するものとする。 

（延滞金等） 

第６条 前条第２項の規定による分担金を納付期限までに納付しないとき、又は納

期限後に納付する場合においては、甲賀市税条例（平成１６年甲賀市条例第４５

号）の規定を適用し、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。 

（減免及び猶予） 

第７条 管理者は、天災その他特別の事情により、受益者にとって分担金の納入が



著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、

若しくは免除することができる。 

（受益者の変更） 

第８条 受益者の変更があったときは、当該変更にかかる当事者の双方がその旨を

管理者に届け出なければならない。この場合において新たに受益者となったもの

は、従前の地位を承継するものとする。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町農業集落排水事業分担金徴

収条例（昭和６２年水口町条例第２８号）、土山町農業集落排水処理施設設置事

業分担金徴収条例（昭和６０年土山町条例第１２号）、甲賀町農業集落排水事業

分担金徴収条例（昭和６３年甲賀町条例第８号）又は信楽町農業集落排水事業分

担金徴収条例（平成８年信楽町条例第２２号）（以下これらを「合併前の条例」

という。）の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、

なお合併前の条例の例による。 

付 則（平成２７年条例第３４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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